
訪問看護ステーション アール・ド・ビーブル 

 

重要事項説明書 

１ 当社のサービス方針等 

 私たちは、医療・保健・福祉の分野で、地域の方々の生活を生涯に渡って支えることに

最善を尽くし、そしてそこで働いていることに誇りを持ちます。 

 

２ 事業の目的と運営方針 

 事業者（訪問看護）は、利用者に対し、その居宅（自宅）において看護師その他省令で

定める者が利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図ると

ともに、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるように支援します。 

 また、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の医療・保健・福祉サービス等との

綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

 

１．事業者概要 

事業者名称 訪問看護ステーション・Ａｒｔ ｄｅ ｖｉｖｒｅ（アールド ビーブル） 

所在地 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 47 号 COM3 号館 8 階 

法人種別 営利法人 株式会社 エンジェル 

代表者名 白坂 昌子 

電話番号 ０７２－７３５－７２２３ 

 

２．事業者が大阪府知事から指定を受けている名所 

事業所 

事業所名称 （指定番号） サービスの種類 

訪問看護ステーション・Ａｒｔ ｄｅ ｖｉｖｒｅ 

（アールド ビーブル）１４－９００５７ 

 

訪問看護（医療保険・高齢者医療・ 

精神自立支援医療） 

 

３．ご利用事業所 

事業者名称   訪問看護ステーション・Ａｒｔ ｄｅ ｖｉｖｒｅ（アールド ビーブル） 

指定番号    大阪府指定 １４－９００５７号 

所在地     大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 47 号 COM3 号館 8 階 

電話番号    ０７２－７３５－７２２３ 

 

 



４．事業の目的と運営方針 

  事業の目的 

  居宅において、主治医が訪問看護の必要を認めた利用者に対して、適切な訪問看護を 

  提供することを目的とします。 

  運営の方針 

（１） 訪問看護ステーション・Ａｒｔ ｄｅ ｖｉｖｒｅ（アールド ビーブル）（以

下、事業所という）の看護師その他の従業者は、利用者の特性を踏まえて、可

能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指して支

援します。 

（２） 事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健・医

療福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとし

ます。 

（３） 事業所は、必要なときに必要な訪問看護の提供が行えるよう、事業体制の整備

に努めます。 

 

 

５．ご利用事業所の職員体制 

 

職 種 常勤 非常勤   計 

管理者   1 名   0 名   1 名 

看護師   3 名   5 名   8 名 

言語聴覚士   0 名   1 名   1 名 

事務員   1 名   0 名   1 名 

   管理者  妹尾 智美 

 

６．営業時間 

   営業日  月曜日～土曜日 

        ただし、日曜、12 月 30 日～1 月 3 日までを除く。 

営業時間 午前 9 時 30 分～午後 6 時 

（月曜日～土曜日） 

午前 9 時 30 分～12 時 30 分（祝日） 

連絡体制 ２４時間常時、電話等による連絡・相談等が可能な体制としています。 

 

７．営業地域 

 



通常の営業地域 箕面市、池田市、豊中市、吹田市、大阪市とする。 

 

８．利用料とサービスについて 

  毎月、15 日前後に請求書を訪問時お渡しします。 

  現金を事業所が用意した封筒に入れ、看護師にお渡し下さい。 

  また、振込みの場合は、指定の口座に翌月までにお願いします。 

  領収書は随時、お渡しします。 

 

 提供するサービスの内容及び費用について 

(1) 提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

訪問看護計画の作成 

主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が

作成した居宅サービス計画（ケアプラン）に基づき、利用者の

意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じ

て具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。 

訪問看護の提供 

訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 

具体的な訪問看護の内容 

① 病状、障害、日常生活の状態や療養環境のアセスメント 

② 清潔の保持、食事及び排泄等療養生活の支援 

③ 褥創の予防、処置 

④ 日常生活、社会生活の自立を図るリハビリテーション 

⑤ ﾀｰﾐﾅﾙ期の看護 

⑥ 認知症、精神障害の看護 

⑦ 生活、介護の指導、相談 

⑧ カテーテル等の管理 

⑨ 服薬指導、管理 

⑩ 医師の指示による医療処置検査の補助 

⑪ 日常生活用具の選択、使用方法の訓練 

 

(2) 看護職員の禁止行為 

看護職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 

① 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

② 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

③ 利用者の同居家族に対するサービス提供 

④ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑤ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体



を保護するため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑥ その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他

迷惑行為 

 

【法廷利用料自己負担金】 

医療保険 保険料 

自己負担は、利用料金の合計に対し、利用者が提示する被保険者証や各種受給者証で確認される負担率

1 割～3 割をご負頂きます。受給者証の種類によっては、公費負担が適応となり、自己負担が減額され

る場合があります。なお、保険が適応されない場合の費用は全額自己負担となります。                   

令和 8 年 6 月現在 

1割負担 2割負担 3割負担

5,550円 555円 1,110円 1,665円
6,550円 655円 1,310円 1,965円

週3日目まで 5,550円 555円 1,110円 1,665円
週4日以降 6,550円 655円 1,310円 1,965円
週3日目まで 2,780円 278円 556円 834円
週4日以降 3,280円 328円 656円 984円

8,500円 850円 1,700円 2,550円

7,710円 771円 1,542円 2,313円
3,010円 301円 602円 903円

2日目以降② 2,500円 250円 500円 750円

4,250円 425円 850円 1,275円
5,550円 555円 1,110円 1,665円
5,100円 510円 1,020円 1,530円
6,550円 655円 1,310円 1,965円

週3日目まで 4,250円 425円 850円 1,275円
週4日以降 5,100円 510円 1,020円 1,530円
週3日目まで 2,130円 213円 426円 639円
週4日以降 2,550円 255円 510円 765円

8,500円 850円 1,700円 2,550円

1,800円 180円 360円 540円
1,400円 140円 280円 420円

6,800円 680円 1,360円 2,040円
6,520円 652円 1,304円 1,956円
5,000円 500円 1,000円 1,500円
2,500円 250円 500円 750円

1日2回訪問（同一建物内1人又は2人） 4,500円 450円 900円 1,350円
1日3回以上（同一建物内1人又は2人） 8,000円 800円 1,600円 2,400円

乳幼児加算（6歳未満）（それ以外）

〇その他加算

〇24時間対応体制加算（1月につき）イ

〇24時間対応体制加算（1月につき）ロ

〇特別管理加算（1月につき）

※利用者の状態に応じ

〇難病等複数回訪問

週3回まで（30分以上）

週4日以上（30分未満）

週4日以上（30分以上）

〇精神科訪問看護基本療養費Ⅲ（同一建物の居住者）（30分未満）

同一日2人

同一日3人以上

〇精神科訪問看護基本療養費Ⅳ（入院中に外泊した場合）

〇6歳未満は訪問看管理療養費に加算（1日につき）

乳幼児加算（6歳未満）（別に厚生労働大臣が定めるものに該当）

〇訪問看護基本療養費Ⅱ（同一建物の居住者）

同一日2人

 同一日3人以上９人以下

〇訪問看護基本療養費Ⅲ（入院中に外泊した場合）

〇訪問看護管理療養費（1日につき）

月の初日

2日目以降（単一建物居住者が20人未満）

〇精神科訪問看護基本療養費Ⅰ

週3回まで（30分未満）

サービス内容 10割
ご利用料

〇訪問看護基本療養費Ⅰ

週3回まで

週4日以上

悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の
12,850円 1,285円 2,570円 3,855円

研修を受けた看護師による場合（月1回）

 



1日2回訪問（同一建物内3人以上9人以下） 4,000円 400円 800円 1,200円
1日3回以上

（同一建物内3人以上9人以下月20日目まで）
7,200円 720円 1,440円 2,160円

1日3回以上

（同一建物内3人以上9人以下月21日目以降）
6,900円 690円 1,380円 2,070円

8,000円 800円 1,600円 2,400円

2,000円 200円 400円 600円
2,100円 210円 420円 630円
4,200円 420円 840円 1,260円

※同一建物内3人以上9人以下の月15日目までは同料金、月16日目以降は（早朝・夜間）1,900円（深夜）4,000円

4,500円 450円 900円 1,350円
1日1回 3,000円 300円 600円 900円
1日2回 6,000円 600円 1,200円 1,800円
1日3回以上 10,000円 1,000円 2,000円 3,000円

4,000円 400円 800円 1,200円
1日1回 2,700円 270円 540円 810円
1日2回 5,400円 540円 1,080円 1,620円
1日3回以上 9,000円 900円 1,800円 2,700円

看護師と看護師の場合 1日1回 4,500円 450円 900円 1,350円
看護師と看護師の場合 1日2回 9,000円 900円 1,800円 2,700円

1日3回以上 14,500円 1,450円 2,900円 4,350円
看護師と看護補助者 1日1回（週1回まで） 3,000円 300円 600円 900円

5,200円 520円 1,040円 1,560円
2,650円 265円 530円 795円
2,000円 200円 400円 600円
6,000円 600円 1,200円 1,800円
8,400円 840円 1,680円 2,520円
3,000円 300円 600円 900円
2,000円 200円 400円 600円
1,000円 100円 200円 300円
25,000円 2,500円 5,000円 7,500円
1,500円 150円 300円 450円
2,500円 250円 500円 750円
1,050円 105円 210円 315円
2,100円 210円 420円 630円

60円 6円 12円 18円
20円 2円 4円 6円
50円 5円 15円 15円

1,500円
1,500円
1,500円
3,000円
2,000円
実費

15,000円

*１は厚生労働大臣が定めた疾病等の利用者について、市区町村等からの求めに応じて情報提供
した場合に算定
*2は厚生労働大臣が定めた疾病等の利用者で小中学校に入学・転入等で初めて学校に在籍した
利用者について、学校からの求めに応じて情報提供した場合に算定
*3は保険医療機関、老人保健施設等に入院または入所する利用者について、訪問看護情報を情報
提供した場合に算定

有料道路、有料駐車場

エンゼルケア

〇訪問看護物価対応料（1日につき）※令和9年6月以降は、所定額の100分の200に相当する額を算定する。

月の初日

2日目以降

〇訪問看護医療DX情報活用加算（1月につき）

訪問看護情報提供療養費１*

訪問看護情報提供療養費２*

訪問看護情報提供療養費３*

営業日以外の訪問　※休日、年末年始等

キャンセル料

〇在宅患者連携指導加算（1月につき）

〇在宅患者緊急時等カンファレンス加算（1月につき２回）

〇訪問看護医療情報連携加算（1月につき）

〇訪問看護ターミナル療養費（在宅又は施設へ訪問）

〇訪問看護情報提供療養費（1月につき）

〇看護・介護職員連携強化加算（1月につき）

〇訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）（1月につき）※R9年5月まで

〇訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）（1月につき）※R9年6月～

〇複数名精神科訪問看護加算

〇（精神科）長時間訪問看護加算（週1回まで）

〇（精神科）緊急訪問看護加算(1日につき）月14日まで

〇（精神科）緊急訪問看護加算(1日につき）月15日以降

〇退院支援指導加算

〇長時間による退院支援指導加算

特別管理加算対象者は右記料金を加算
〇早朝・夜間加算（6：00～8:00・18:00～22:00）同一建物内1人又は2人※

〇深夜加算（同一建物内1人又は2人）※

〇複数名訪問看護加算（同一建物内1人又は2人）

看護師と看護師の場合（週1回まで）

看護師と看護補助者
の場合

〇複数名訪問看護加算（同一建物内3人以上9人以下）

看護師と看護師の場合（週1回まで）

看護師と看護補助者
の場合

〇難病等複数回訪問

〇退院時共同指導加算（1月につき）

 



※（利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合）上記に係る利用料は、全

額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付します

ので、｢領収書｣を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費の支給（利用者負担

額を除く）申請を行ってください。 

     

※ ターミナルケア加算は、在宅で死亡された利用者について、利用者又はその家族等の同

意を得て、その死亡日前１４日以内に２回以上ターミナルケアを行った場合（ターミナ

ルケアを行った後、24時間以内にご自宅以外で死亡された場合を含む。）に加算します。 

※ 複数名訪問看護加算は、二人の看護師等(両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学

療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士であることを要する。)が同時に訪問看護を行

う場合(利用者の身体的理由により１人の看護師等による訪問看護が困難と認められる

場合等)に加算します。 

※ 長時間訪問看護加算は、１回の時間が１時間３０分を超える訪問看護を行った場合、訪

問看護の所定サービス費(１時間以上１時間３０分未満)に加算します。なお、当該加算

を算定する場合は、別途定めた１時間３０分を超過する部分の利用料は徴収しません。 

※ 中山間地域等における小規模事業所加算は、サービスを提供する訪問看護事業所が次の

地域にあり、１月当たりの延訪問回数(前年の平均延訪問回数)が１００回以下の事業所

である場合に、利用者の同意を得て加算します。なお、当該加算の算定は、緊急時訪問

看護加算、特別管理加算及びターミナルケア加算を除いた所定単位数に加算します。 

中山間地域等：千早赤阪村の全域、太子町の一部(山田)、能勢町の一部(東郷、田尻、

西能勢) 

※ 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、下記の地域に居住している利用者

に対して、通常の事業の実施地域を越えて、訪問看護を行った場合に加算します。なお、

当該加算を算定する場合は、通常の事業の実施地域を越える場合の交通費は徴収しませ

ん。また、当該加算の算定は、緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナルケア

加算を除いた所定単位数に加算します。 

中山間地域等：千早赤阪村の全域、太子町の一部(山田)、能勢町の一部(東郷、田尻、

西能勢) 

① 在宅自己腹膜灌かん流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅

中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管

理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態 

② 気管カニューレ、ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態 

③ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 

④ 真皮を超える褥瘡の状態 



※ サービス提供体制強化加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た訪問看護事業所が、利用者に対し、訪問看護を行った場合に算定

します。 

※ 主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く。)から、急性増悪等により一時的に頻

回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を受けた場合は、その指示の日から

14 日間に限って、別途医療保険による訪問看護の提供となります。（このことにつ

いては、別途説明します。） 
 
 
在宅看取りで看護師がエンゼルケアを行った場合、自費で別途 15000 円いただいて 
います。 
 
 
 

  

その他の費用について 

① 交通費 
ステーションから片道５キロメートル未満  無料 

ステーションから片道５キロメートル以上  ５００円 

② キャンセル料 

サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいた

だいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただ

きます。 

前日夕５時までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です 

前日夕５時以降のご連絡の場合 ２０００円 

  

※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしませ

ん。 

③ サービス提供に当り必要となる利用者の居

宅で使用する電気、ガス、水道の費用 
利用者（お客様）の別途負担となります。 

※有料駐車場や有料道路を使用しなければならない場合については、利用者（お客様）の

自己負担が発生いたします。（利用料とともに請求させていただきます。） 

 

９．緊急時の対応の方法 

 サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、 

家族、主治医、救急機関、居宅介護支援業者等に連絡します。 

 

   ご利用者（家族）                     

 

   主治医                           

 



１０．暴力への対応・事故発生時の対応方法について 

 利用者とともにサービス提供者の人権を守る観点から、暴力等があった場合、サービス 

を中止する場合があります。利用者に対する事故が発生した場合は市町村、利用者の家族、

利用者に関わる居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。 

また、訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行い

ます。 

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 東京海上日動火災保険株式会社 

保険名   訪問看護業務危険・訪問看護施設保険 

保障の概要  対人・対物・人格・訴訟 

 

 虐待防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等の為次に揚げるとおり必要な措置をとり

ます。 

虐待防止に関する責任者を選定しています。 

      虐待防止責任者  代表取締役 白坂 昌子 

    従業者に対する虐待防止を啓発普及するために研修を実施しています。 

    介護相談員を受け入れます。 

    サービス提供中に従業者、擁護者による虐待を発見した場合は速やかに市町村に   

    通報します。 

 

１１．苦情申し立て窓口                

 訪問看護ステーション 担当者 白坂       ０７２－７３５－７２２３ 

 大阪府社会福祉協議会運営適正委員会       ０６－６１９１－３１３０ 

 （福祉サービス苦情解決制度） 

 大阪府国民健康保険団体連合会          ０６－６９４９－５４１８ 

介護保険室介護保険課 

 豊中市福祉サービス苦情調整委員会        ０６－６８５８－２８１５ 

 池田保健所                   ０７２－７５１－２９９０ 

 （池田市・箕面市・豊能町・能勢町） 

 豊中保健所                   ０６－６８４９－１７２１ 

 （豊中市） 

 吹田保健所                   ０６－６３３９－２２２５ 

 （吹田市）    

（         ）市役所        （     ）    － 

 



１２．事業所側からの契約解除について 

 他の利用者様の訪問に支障をきたす迷惑行為等及び話し合いなどにおいて信頼関係の回

復が困難で、事業所として通常の訪問看護を行えない状態になったと判断した場合。 

 

１３．指定訪問看護サービス内容の見積もり 

① 提供予定の指定訪問看護の内容と利用料、利用者負担額（介護保険適用の場合） 

 

曜日         訪問時間 

 

サービス内容   

上限額 

利用者負担額 

１週あたりの利用料、利用者負担額 合計  

 

 

 

１４．重要事項説明書の年月日 

    この重要事項説明書の説明年月日 

             年    月    日 

 

１５．上記について（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第８

条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。 

事業所所在地  大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 47 号 COM3 号館 8 階 

法人名     株式会社 エンジェル 

代表者名    白坂 昌子 

事業所名    訪問看護ステーション アール・ド・ビーブル 

説明者名                      

 

上記の説明を事業者から確かに受けました。 

利用者  住所 

                                        

 

氏名                            

                     

 

      



訪問看護ステーション アール・ド・ビーブル 

 

介護 ・ 介護予防  重要事項説明書 

 
あなたに対する訪問看護の開始にあたり、厚生省令第 37 号（厚生労働省令第 79 号改正） 

第 8 条に基づいて、当事業者があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

１．事業者概要 

事業者名称 訪問看護ステーション・Ａｒｔ ｄｅ ｖｉｖｒｅ（アールド ビーブル） 

所在地 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 47 号 COM3 号館 8 階 

法人種別 営利法人 株式会社 エンジェル 

代表者名 白坂 昌子 

電話番号 ０７２－７３５－７２２３ 

 

２．事業者が有する介護保険法令に基づき大阪府知事から指定を受けている指定された 

事業所 

事業所名称 （指定番号） サービスの種類 

訪問看護ステーション・Ａｒｔ ｄｅ ｖｉｖｒｅ 

（アールド ビーブル）２７６１４９００５７ 

 

介護訪問看護・介護予防訪問看護 

 

３．ご利用事業所 

事業者名称   訪問看護ステーション・Ａｒｔ ｄｅ ｖｉｖｒｅ（アールド ビーブル） 

指定番号    大阪府指定 ２７６１４９００５７ 号 

所在地     大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 47 号 COM3 号館 8 階 

電話番号    ０７２－７３５－７２２３ 

 

４．事業の目的と運営方針 

  事業の目的 

  居宅において、主治医が訪問看護の必要を認めた利用者に対して、適切な訪問看護を 

  提供することを目的とします。 

  運営の方針 

（１） 訪問看護ステーション・Ａｒｔ ｄｅ ｖｉｖｒｅ（アールド ビーブル）（以

下、事業所という）の看護師その他の従業者は、利用者の特性を踏まえて、可

能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指して支



援します。 

（２） 事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健・医

療福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとし

ます。 

（３） 事業所は、必要なときに必要な訪問看護の提供が行えるよう、事業体制の整備

に努めます。 

 

５．ご利用事業所の職員体制 

職 種 常勤 非常勤   計 

管理者   1 名   0 名   1 名 

看護師   3 名   5 名   8 名 

言語聴覚士   0 名   1 名   1 名 

事務員   1 名   0 名   1 名 

   管理者  妹尾 智美 

 

６．営業時間 

   営業日  月曜日～土曜日 

        ただし、日曜、12 月 30 日～1 月 3 日までを除く。 

営業時間 午前 9 時 30 分～午後 6 時 

（月曜日～土曜日） 

午前 9 時 30 分～12 時 30 分 

（祝日） 

連絡体制 ２４時間常時、電話等による連絡・相談等が可能な体制としています。 

 

７．営業地域 

 

通常の営業地域 箕面市、池田市、豊中市、吹田市、大阪市

とする。 

 

８．利用料とサービスについて 

  毎月、15 日前後に請求書を訪問時お渡しします。 

  現金を事業所が用意した封筒に入れ、看護師にお渡し下さい。 

  また、振込みの場合は、指定の口座に翌月までにお願いします。 

  領収書は随時、お渡しします。 

 

(1) 提供するサービスの内容について 



サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

訪問看護計画の作成 

主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が

作成した居宅サービス計画（ケアプラン）に基づき、利用者の

意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じ

て具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。 

訪問看護の提供 

訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 

具体的な訪問看護の内容 

① 病状、障害、日常生活の状態や療養環境のアセスメント 

② 清潔の保持、食事及び排泄等療養生活の支援 

③ 褥創の予防、処置 

④ 日常生活、社会生活の自立を図るリハビリテーション 

⑤ ﾀｰﾐﾅﾙ期の看護 

⑥ 認知症、精神障害の看護 

⑦ 生活、介護の指導、相談 

⑧ カテーテル等の管理 

⑨ 服薬指導、管理 

⑩ 医師の指示による医療処置検査の補助 

⑪ 日常生活用具の選択、使用方法の訓練 

 

(2) 看護職員の禁止行為 

看護職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 

① 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

② 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

③ 利用者の同居家族に対するサービス提供 

④ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑤ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑥ その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他

迷惑行為 

 

 

 

 

 

(3) 提供するサービスの利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）について 

※ 指定訪問看護ステーションの場合 



1割 2割 3割

訪問看護 Ⅰ1 20分未満 314単位 340円 680円 1,021円
訪問看護 Ⅰ2 30分未満 471単位 510円 1,021円 1,531円
訪問看護 Ⅰ3 30分以上60分未満 823単位 892円 1,784円 2,676円
訪問看護 Ⅰ4 60分以上90分未満 1,128単位 1,222円 2,445円 3,668円

訪問看護 Ⅰ5 （1回20分） 294単位 318円 637円 956円

1割 2割 3割

予防訪問看護 Ⅰ1 20分未満 303単位 328円 656円 985円
予防訪問看護 Ⅰ2 30分未満 451単位 488円 977円 1,466円
予防訪問看護 Ⅰ3 30分以上60分未満 794単位 860円 1,721円 2,582円
予防訪問看護 Ⅰ4 60分以上90分未満 1,090単位 1,181円 2,363円 3,544円

予防訪問看護 Ⅰ5 （1回20分） 284単位※1 307円 615円 923円
〇1単位＝10.84円

【介護予防訪問看護における訪問リハの単位数についての注意点】
　※1　1日につき2回を超えて実施する場合は90/100
〇理学療法士が行う訪問看護については、その実施した内容を訪問看護報告書に添付することとする
〇対象者の範囲について、理学療法士等が行う訪問看護については、訪問リハビリステーションと同様に
　通所リハビリステーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合を追加
〇理学療法士等の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合又は特定の加算を算定していない場合
　1回につき　-8単位
〇利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問看護を行った場合の減算
　「理学療法士等の訪問回数が超過している場合」の減算が適用される場合　１回につき　-15単位
　上記の減算が適用となっていない場合　１回につき　-5単位

その他加算

1割 2割 3割
初回加算（Ⅰ） 350単位 379円 758円 1,138円
初回加算（Ⅱ） 300単位 325円 650円 975円
サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 1回の訪問につき 6単位 6円 13円 19円
サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 1回の訪問につき 3単位 3円 6円 9円
退院時共同指導加算 1回につき 600単位 650円 1,300円 1,951円
緊急時訪問看護加算（Ⅰ） 1月につき 600単位 650円 1,300円 1,951円
特別管理加算（Ⅰ） 1月につき 500単位 542円 1,084円 1,626円
特別管理加算（Ⅱ） 1月につき 250単位 271円 542円 813円
夜間・早朝加算
深夜加算
複数名訪問可算 30分未満 254単位 275円 550円 826円
（看護師と看護師の場合） 30分以上 402単位 435円 871円 1,307円
複数名訪問可算 30分未満 201単位 217円 435円 653円
（看護師と看護補助の場合） 30分以上 317単位 343円 687円 1,030円
長時間訪問看護加算 90分以上の訪問1回 300単位 325円 650円 975円
ターミナルケア加算
（介護予防は適用されません）
看護・介護職員
連携強化加算
口腔連携強化加算 1月につき 50単位 54円 108円 162円
遠隔死亡診断補助加算 1回につき 150単位 162円 325円 487円
訪問看護処遇改善加算 1月につき

関係で変わることがあります。

※介護保険　令和8年6月～

所定単位数の1.8％※2

保険適応外料金につては、個別にお問い合わせください。なお、複数のサービスをご利用の場合、ご利用料の合計が四捨五入の

　【看護師による訪問看護】

介護 サービス内容 備考 単位数
ご利用料

　【看護師による訪問看護】

　【理学療法士等による訪問看護】

介護予防 サービス内容 備考 単位数
ご利用料

　【理学療法士等による訪問看護】

介護 サービス内容 備考 単位数
ご利用料

夜間（18時～22時）　早朝（6時～8時）　は訪問看護費の25％増
深夜（22時～6時）　は訪問看護費の50％増

死亡月につき 2,500単位 2,710円 5,420円 8,130円

※2　所定単位数とは基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数

1回につき 250単位 271円 542円 813円

 



 

 

※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス

計画及び訪問看護計画に位置付けられた時間数（計画時間数）によるものとします。

なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得

て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに訪問看護計画の見直しを行ない

ます。 

※ （利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合）上記に係る利用料は、

全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しま

すので、｢領収書｣を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費の支給（利用者

負担額を除く）申請を行ってください。 

※ 緊急時訪問看護加算は、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して 24

時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を

必要に応じて行う場合に加算します。なお、同意書面は別添のとおりです。 

※ 特別管理加算は、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働

大臣が定める状態にあるものに限る。→下段のかっこ内に記載しています。)に対し

て、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に加算します。なお、

「別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの」とは次のとおりです。 

     

※ ターミナルケア加算は、在宅で死亡された利用者について、利用者又はその家族等の同

意を得て、その死亡日前１４日以内に２回以上ターミナルケアを行った場合（ターミナ

ルケアを行った後、24時間以内にご自宅以外で死亡された場合を含む。）に加算します。 

※ 複数名訪問看護加算は、二人の看護師等(両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学

療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士であることを要する。)が同時に訪問看護を行

う場合(利用者の身体的理由により１人の看護師等による訪問看護が困難と認められる

場合等)に加算します。 

※ 長時間訪問看護加算は、特別管理加算の対象者に対して、１回の時間が１時間３０分を

超える訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(１時間以上１時間３０分未

① 在宅自己腹膜灌かん流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅

中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管

理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態 

② 気管カニューレ、ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態 

③ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 

④ 真皮を超える褥瘡の状態 



満)に加算します。なお、当該加算を算定する場合は、別途定めた１時間３０分を超過 

する部分の利用料は徴収しません。 

※ 中山間地域等における小規模事業所加算は、サービスを提供する訪問看護事業所が次の

地域にあり、１月当たりの延訪問回数(前年の平均延訪問回数)が１００回以下の事業所

である場合に、利用者の同意を得て加算します。なお、当該加算の算定は、緊急時訪問

看護加算、特別管理加算及びターミナルケア加算を除いた所定単位数に加算します。 

中山間地域等：千早赤阪村の全域、太子町の一部(山田)、能勢町の一部(東郷、田尻、

西能勢) 

※ 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、下記の地域に居住している利用者

に対して、通常の事業の実施地域を越えて、訪問看護を行った場合に加算します。なお、

当該加算を算定する場合は、通常の事業の実施地域を越える場合の交通費は徴収しませ

ん。また、当該加算の算定は、緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナルケア

加算を除いた所定単位数に加算します。 

中山間地域等：千早赤阪村の全域、太子町の一部(山田)、能勢町の一部(東郷、田尻、

西能勢) 

※ サービス提供体制強化加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た訪問看護事業所が、利用者に対し、訪問看護を行った場合に算定

します。 

※ 主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く。)から、急性増悪等により一時的に頻

回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を受けた場合は、その指示の日から

14 日間に限って、介護保険による訪問看護費は算定せず、別途医療保険による訪問

看護の提供となります。（このことについては、別途説明します。） 
 
在宅看取りで看護師がエンゼルケアを行った場合、別途自費で 15000 円いただいて

おります。 

 

９． その他の費用について 

① 交通費 
ステーションから片道５キロメートル未満  無料 

ステーションから片道５キロメートル以上  ５００円 

② キャンセル料 

サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいた

だいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただ

きます。 

前日夕５時までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です 

前日夕５時以降のご連絡の場合 ２０００円 

  



※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしませ

ん。 

③ サービス提供に当り必要となる利用者の居

宅で使用する電気、ガス、水道の費用 
利用者（お客様）の別途負担となります。 

 

※ 有料駐車場や有料道路を使用しなければならない場合については、利用者（お客様）の

自己負担が発生いたします。（利用料とともに請求させていただきます。） 

 

１０．緊急時の対応の方法 

 サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、 

家族、主治医、救急機関、居宅介護支援業者等に連絡します。 

 

   ご利用者（家族）                     

 

   主治医                           

 

１１．暴力への対応・事故発生時の対応方法について 

 利用者とともにサービス提供者の人権を守る観点から、暴力等があった場合、サービス 

を中止する場合があります。利用者に対する事故が発生した場合は市町村、利用者の家族、

利用者に関わる居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。 

また、訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行い

ます。 

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 東京海上日動火災保険株式会社 

保険名   訪問看護業務危険・訪問看護施設保険 

保障の概要  対人・対物・人格・訴訟 

 

 虐待防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等の為次に揚げるとおり必要な措置をとり

ます。 

虐待防止に関する責任者を選定しています。 

      虐待防止責任者  代表取締役 白坂 昌子 

    従業者に対する虐待防止を啓発普及するために研修を実施しています。 

    介護相談員を受け入れます。 

    サービス提供中に従業者、擁護者による虐待を発見した場合は速やかに市町村に   

    通報します。 



 

 

１２．苦情申し立て窓口                

 訪問看護ステーション 担当者 白坂       ０７２－７３５－７２２３ 

 大阪府社会福祉協議会運営適正委員会       ０６－６１９１－３１３０ 

 （福祉サービス苦情解決制度） 

 大阪府国民健康保険団体連合会          ０６－６９４９－５４１８ 

介護保険室介護保険課 

 豊中市福祉サービス苦情調整委員会        ０６－６８５８－２８１５ 

 池田保健所                   ０７２－７５１－２９９０ 

 （池田市・箕面市・豊能町・能勢町） 

 豊中保健所                   ０６－６８４９－１７２１ 

 （豊中市） 

 吹田保健所                   ０６－６３３９－２２２５ 

 （吹田市） 

 箕面市役所                   ０７２－７２３－２１２１ 

 

１３．事業所側からの契約解除について 

 他の利用者様の訪問に支障をきたす迷惑行為等及び話し合いなどにおいて信頼関係の回

復が困難で、事業所として通常の訪問看護を行えない状態になったと判断した場合。 

 

１４．指定訪問看護サービス内容の見積もり 

① 提供予定の指定訪問看護の内容と利用料、利用者負担額（介護保険適用の場合） 

 

曜日         訪問時間 

 

サービス内容   

介護保険利用料 

利用者負担額 

 

１週あたりの利用料、利用者負担額 合計  

 

 

１５．重要事項説明書の年月日 

   この重要事項説明書の説明年月日 

         年    月    日 



 

 

１６．上記について（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第８

条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。 

 

 

事業所所在地  大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 47 号 COM3 号館 8 階 

法人名     株式会社 エンジェル 

代表者名    白坂 昌子 

事業所名    訪問看護ステーション アール・ド・ビーブル 

説明者名                      

 

上記の説明を事業者から確かに受けました。 

利用者  住所 

                                     

     氏名                            
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